
船舶インシデント調査報告書 

令和元年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和元年５月１０日 １４時０２分ごろ 

発生場所 東京都江東区夢の島東方沖（荒川河口） 

１５号地南信号所から真方位０１５°２.５海里付近 

（概位 北緯３５°３９.３′ 東経１３９°５０.９′） 

インシデントの概要  プレジャーボートS P M
エスピイエム

235 は、南進中、浅所に座洲した。 

事故調査の経過 令和元年６月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SPM235、５トン未満（長さ６.５５ｍ） 

２３０－３７４１３東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 ３２㎝（東京） 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、家族２人を乗せ、クルージングの

目的で、約１７ノットの対地速力で荒川を下流に向かって南進中、

‘夢の島東方沖の荒川河口部の浅所’（以下「本件浅所」という。）に

座洲した。 

本船は、船長が、海上保安庁及びマリーナに本事故の発生を通報し

たのち、自力で離洲し、係留場所に戻った。 

船長は、マリーナのレンタルボートである本船を使用するに当た

り、荒川での航行は初めてであったが、出航前にマリーナ担当者から

荒川河口部に浅所が多数ある旨の指導を受け、浅所や注意箇所を記載

した水路図を受け取っていた。 

分析 本船は、荒川河口付近を南進中、船長が、マリーナ担当者から同河

口に浅所が多数ある旨の指導を受けていたものの、本件浅所の存在に

気付かずに航行したことから、本件浅所に座洲したものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、荒川河口付近を南進中、船長が、マリ

ーナ担当者から同河口に浅所が多数ある旨の指導を受けていたもの

の、本件浅所の存在に気付かずに航行したため、本件浅所に座洲した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レンタルボートの利用者は、マリーナ等の注意情報に従って航行



すること。 
 


